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■ 長浜市高齢者保健福祉審議会委員名簿（任期：令和10年7月31日まで）＜敬称略＞ 

№ 種  別 所属団体等 氏  名 備 考 

１ 
学識経験者 

敦賀市立看護大学 北 村  隆 子  

２ 滋賀県立長浜北星高等学校 松 井  秀 徳  

３ 

保健医療 

関係者 

(社)湖北医師会 松 井  善 典  

４ (社)湖北歯科医師会 澤  秀 樹  

５ (社)湖北薬剤師会 久留島  文治   

６ 長浜市健康推進員協議会 冨士野  純子  

７ 

福祉関係者 

長浜市民生委員児童委員協議会 藤 森  忠 夫  

８ (公社)滋賀県社会福祉士会 宮 川  和 彦  

９ (福)長浜市社会福祉協議会 大 橋  知 子  

10 
湖北地域介護サービス事業者協議会 

堤  し の ぶ  

11 有 村  剛  

12 湖北認知症の人を支える家族の会いぶきの会 伊 吹  清 栄  

13 滋賀県介護・福祉人材センター  安 原  伸 彦  

14 
被保険者代表 

公募委員（第１号被保険者） 石 田  孝 男  

15 公募委員（第2号被保険者） 西 堀  靖 子  

16 行政関係者 滋賀県湖北健康福祉事務所 橋 爪  聖 子  

17 その他市長が 

必要と認めた者 

長浜市連合自治会 田 中  道 孝  

18 (公社)長浜市シルバー人材センター 伊 藤  彰 宏  

 

１ 

専門委員 

大谷大学 山 下  憲 昭 支合委 

２ 西黒田きんたろうサポート会 橋 本  文 男 支合委 

３ 高時地区地域づくり協議会 奥 村  宏 明 支合委 

４ 虎姫福祉の会 上 阪  満 支合委 

５ 西浅井ふくしの会 安 原  秀 男 支合委 

６ (福)長浜市社会福祉協議会 山 岡  伸 次 支合委 

７ 長浜市健康福祉部 伊 藤  仁 文 密着委 

８ 長浜市健康福祉部長寿推進課 河瀬   恵子 密着委 

※「密着委」…「長浜市地域密着型サービス運営委員会」 「支合委」…「長浜市支え合いの地域づくり推進委員会」 

-1-



 

-2-



第9期ゴールドプランながはま21　指標と取組目標に対する自己評価シート

●中間アウトカム 目標値（指標）

・初期アウトカム

（１）地域におけるネット
ワークの連携強化

地域包括支援センターと地域団体等のネット
ワーク活動の件数　（件）

216 226 236 246

・民生委員・児童委員との連携
・地域ネットワーク活動の推進
・専門機関の連携強化
・重層的支援体制整備事業

早期相談につなげるため、地域課題の解決
には、地域関係者の連携が重要になってき
ます。左記事業関係者との会議や実地研修
などを通して関係性を強化した。

341 A

既存のネットワークだけではなく、生活支援
コーディネーターとの連携のもと新たな参
画団体とのネットワーク化を進めていく必要
がある。

長浜市社会福祉協議会に登録されるボラン
ティア活動団体数（団体）

225 236 239 242

・ボランティア活動に関する相談、情報・資料
の提供
・講座の開催やボランティア活動に対する啓
発
・活動者が安心して活動ができるようボラン
ティア活動保険の加入

234 B

・ボランティア団体の高齢化に伴い解散や休
止が増加している。一方で、新たな活動団体
の立ち上げもあった。
・既存のボランティア団体の枠にとらわれな
い新しい活動の取組みに応じた活動支援を
行う。

福祉委員活動取組自治会数（団体） 228 224 226 228

・各自治会出前講座等や地域福祉講演会、な
がはま地域福祉塾の開催をとおした人材育
成
・福祉委員活動支援により、地域の見守り者
として活動できる環境整備

243 A
人材育成講座参加者の減少が見られる。今
後活動を担える人材に直接アプローチし、活
参加を案内する。

・多様なつながりで継続して支え合う仕組
み・体制ができている

生活支援コーディネーター活動件数 7,693 8,000 8,000 8,000

市内15カ所に生活支援コーディネーターを
配置し、地域の課題の抽出・問題提起を図
り、地域の支え合いとなる「ネットワークの
構築」や「支援ニーズと取組のマッチング」、
「地域資源の創出」が進められるよう、地域
の実状に合わせた支援を行っています。

7507 B

地域ごとに異なる課題や支援ニーズを把握
し、地域の実情に応じた新たな地域資源の
創出等につながるように取り組んでいきま
す。

・住み慣れた地域で安心して暮らせるため
の住まい・環境が整っている

活動している生活支援ボランティア団体件数 8 9 10 11

生活支援コーディネーターと連携し、地域の
ニーズと資源状況のマッチングを図り、地域
の支え合い活動を推進するボランティア団
体の育成・運営支援を行っています。

8 B
地域ごとに異なる課題や支援ニーズを把握
し、地域の実情に応じた新たな生活支援団
体の立ち上げに取り組みます。

・近くて気軽に集える、多様な地域の居場
所がある

（４）福祉意識の醸成と広
報・啓発の充実

認知症の絵本教室を実施した小中学校の割
合（実施学校数/全学校数）

26/37 30/37 32/37 34/37
・福祉に対する意識の醸成
・学校教育における福祉教育の推進

教育指導課や校長会を通じて各小中学校へ
開催協力を依頼しました。認知症絵本教室
33回開催し1,653人のサポーターを養成
しました。（学校の統合にて、対象学校数が
変更。）

27/35 B

絵本教室を開催していない学校に対して、
学校での取り組みへのさらなる啓発を行い
ます。

スマートフォン教室（高齢者向けアプリ活用
等）　のべ受講者数

84 100 110 120

3会場×4回の連続講座を実施し、各会場の
参加者の習熟度に合わせ、健康増進・認知症
につながるアプリ等を活用した講座を行い
ました。

98 B

令和4年度から長浜市社会福祉協議会への
委託事業として開始しました。スマホを使え
る高齢者が増え、定員が満員になるまでの
参加者の確保が難しくなっています。R７年
度以降も周知を積極的に行いながら、スマ
ホを用いた健康増進につなげることができ
るよう、引き続き実施していきます。

「お助け帳」に掲載の事業者数（件） 38 43 48 53
買物や生活上のちょっとした困りごとを支
援する事業所や団体の情報をまとめた生活
情報誌『ながはま お助け帳』発行しました。

54 A
高齢者等が住み慣れた地域で生活が送れる
ように、生活支援情報の掲載について充実
を図っていきます。

民間事業者による移動店舗（販売車両）の運
行地域数

2 5 6 7

市内で買い物支援を必要とする地域で、地
域等の調整が整ったところから事業者・地
域・社協と協定を締結し、事業を実施してい
きました。また、高齢者等が移動販売車を利
用される際に、地域が見守り活動を行うな
ど、事業を通した地域コミュニティの醸成を
図っています。

9 A

市内で買い物支援を希望する方の多い地域
で概ね運行できており、当該地域で安定的
に事業継続ができるよう、色々な機関等と
連携し、事業周知や利用者確保を図ってい
きます。

（２）災害時・緊急時の安全
対策の充実

個別避難計画の作成件数（既存制度登録外
の新規登録、累計数）

27 60 80 100

・地域における要配慮者の避難支援【重点】
・防犯・消費者被害防止対策の推進
・交通安全対策の充実新興感染症発生時等に対す
るセーフティネット機能の構築
・熱中症対策
・地域の安心見守り活動推進事業

「長浜市避難支援・見守り支え合い制度」の
啓発を行うとともに、災害時に、より実効性
のある個別避難計画の作成を地域で計画・
作成いただけるよう進めています。また、ハ
ザードリスクのある地域にお住いのハイリス
ク対象者への計画を作成できるように、自
治会に対し支援に入っています。

94 A

登録対象者に、個別避難計画の登録同意を
得ることが難しい。
地域における災害時の自主防災（避難支援）
体制の重要性とともに、日ごろの地域にお
ける見守り体制（共助）の重要性の周知を
行っていきます。

（１）地域の居場所の整備
の推進

小地域サロン実施自治会数　（団体） 264 292 294 296
・身近な場所で集える居場所づくりの推進
・世代問わず、地域の人が集える場所への支援
・人とつながる機会の充実

・サロン運営支援
・新規サロン立ち上げ支援
・地区社協と連携し、地区ごとのサロン交流
会開催
・市域サロン交流会開催

265 B

活動者・参加者の高齢化により、活動継続が
困難になるサロンが増加している。また、サ
ロン＝高齢者の集まりの場というイメージ
が強い。１自治会に複数サロン設置を支援す
るなど、オルタナティブサロンの立ち上げ支
援に取り組む。

（３）生活支援体制整備の
推進

・生活支援コーディネーターの活動促進
・生活支援ボランティア団体の育成

２．安心安全な住まい・生
活環境の整備

（１）高齢者の生活環境の
充実

・日常生活でのデジタル活用の促進
・生活支援情報の発信【新規】
・移動支援の充実
・高齢者にやさしい交通環境の確保
・買い物支援を通した地域コミュニティの醸成【重
点】
・多様な住まい方の支援
・バリアフリー化の推進

３．地域の居場所づくり

実施内容 R6 自己評価 課題と対応策

１ 地域のつながりで支え合い、安心して暮らせる体制の整備

●多様な地域のつながりの中で住民が主体
となって支え合う風土が醸成され、地域を中
心とした社会全体で支える体制が整備され
ている

◇住民主体の活動にお世
話役として参加している、
参加したい、参加してもよ
いと思うと回答する人の
割合

現状値　50.3％（令和４
年度）
目標値　55.0％（令和7
年度）
【高齢者実態調査】

１．地域で支え合う体制・
ネットワークの強化

（２）地域福祉活動の担い
手の育成

・地域福祉の担い手づくり
・アクティブシニアの活躍推進
・住民主体の活動団体への働きかけ

基本目標

指標 施策の方向性 基本施策 事業

R6評価

R4 R6 R7 R8

自己評価
Ａ＝予定を上回る（100％超え）進捗

Ｂ＝80～100％の進捗

Ｃ＝50～79％の進捗

Ｄ＝50％未満の進捗
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●中間アウトカム 目標値（指標）

・初期アウトカム
実施内容 R6 自己評価 課題と対応策

基本目標

指標 施策の方向性 基本施策 事業

R6評価

R4 R6 R7 R8

（１）社会参加の促進
市ホームページ高齢者福祉センター紹介ペー
ジの閲覧数

1,045 1,100 1,200 1,300
・高齢者の活動拠点となる場の提供
・地域活動等への社会参加意欲の高揚
・高齢者の活動組織の支援

チラシの配布やホームページの更新等によ
り各センターの事業内容周知を図り、利用促
進に取り組みました。

1,429 A
施設によって利用者数が減少しているた
め、引き続きホームページ等周知を図る。ま
た、関係機関と協力し、利用促進を促す。

介護予防普及啓発実施回数
（カッコ内は介護予防普及啓発参加人数）

120回
(1,955人)

130回
(2,100人)

140回
(2,250人)

150回
(2,400人)

関係機関と連携しながら、各関係団体に郵
送やホームページによる事業周知を行いま
した。

151回
(2,441人)

A
フレイル予防に関心が低い傾向がみられた
ため、各関係機関と連携し、広く市民に向け
て周知啓発を行います。

後期高齢者健診受診率　（％） 5.6 12.6 16 19.5

令和6年度から健診の対象者が、75歳以上
（施設入所以外）のすべての方に拡大され、
各関係機関に健診受診勧奨チラシを配布
し、周知啓発を行いました。

15.9 A

後期高齢者健診受診率は年々上昇傾向では
あるが、県下ワースト2位であるため、引き
続き関係機関と連携しながら、若い世代か
らの健診受診率向上に向けた取り組みが必
要です。

一体的実施での集団健康教育後に週1回以
上運動をしている人の割合　（％）

56 57 58 59

集団健康教育において、フレイル予防につい
て保健指導を実施し、生活の中において、運
動、栄養、口腔の各分野で継続した取り組み
ができるよう支援しました。

59.7 A

健康教室を受講した方のうち、生活の中で
フレイル予防を取り入れた方は約６割であ
り、さらに行動化する方が増加するような仕
組みづくりが必要です。

・生きがい・外出の楽しみがあり、社会の中
で役割を持つ高齢者が増える

高齢者活躍よりあいどころ事業
運営補助交付団体数　（団体）

10 10 11 11

運営補助交付団体の各活動内容を現地確認
し、各団体の取組内容について本市ホーム
ページで公開するとともに生活支援コー
ディネーターに周知し、地域の高齢者が各団
体の取組に新たに参加できるように情報発
信をおこないました。

7 C

参加者の高齢化等の要因から活動者数の固
定化や減少がみられます。このため、地域で
の介護予防活動を希望する市民が各団体の
活動に参加できるよう、令和6年度から運営
補助交付団体の取組を本市ホームページ等
で広く周知しました。

・介護予防、病気の重症化予防の取組を行
い、健康づくりへの意識が高まって、取組
が継続できている

地域介護予防通所活動運営補助金
交付団体数　（団体）

44 51 53 55

地域での介護予防活動における熱中症予防
や対処方法について各団体に周知したほ
か、各団体の取組内容を本市ホームページ
で公開することで各団体の参加者の増加に
つながるように支援をおこないました。

47 B

参加者の高齢化等の要因から活動者数の固
定化や減少がみられます。このため、地域で
の介護予防活動を希望する市民が各団体の
活動に参加できるよう、令和6年度から運営
補助交付団体の取組を本市ホームページ等
で広く周知しました。

転倒予防自主グループ参加者数　（人）
2，062

※R5数値
2,100 2,150 2,200

各団体へ代表者を通じて転倒予防自主グ
ループの活動効果の周知および、体操指導
による活動の継続支援を実施しました。また
広報やホームページにて、新規グループ立ち
上げ支援の周知を行いました。

1,414 C

自主グループにおける専門職による支援
は、年間を通して入っておらず、事業の利用
希望もないため、転倒予防自主グループの
リーダーを中心に、活動が継続できるようフ
レイル予防や社会参加の必要性について啓
発し、積極的に地域のイベントや利用できる
事業を推奨した。

自立支援会議で改善した人の割合（％） 50 51 52 53

要介護２までの高齢者の自立支援につい
て、医療・福祉の専門職による助言を得て、
ケアマネジャーのプラン作成能力の向上・地
域課題の解決につなげる。

52.2% A

ケアマネジャーの能力向上と共に、各専門職
も事例検討を通して地域の学びのいい機会
である。今後地域課題の抽出・解決に向けた
次の段階が必要。

（１）自立生活支援サービ
スの確保

ー ー ー ー ー
・在宅福祉サービスの確保
・家族介護者への支援
・生活支援情報の発信（再掲）

・在宅生活を支えるための各種福祉サービ
スを提供しました。 ー

・必要な時に適切なサービスが提供される
よう周知・情報提供を行います。

出前講座受講者数（のべ）　（人） 127 180 210 240

最期まで自分らしく生きるため、もしもの時に自
分がどんな医療やケアを受けたいかを考える
きっかけ作りの場として人生会議の出前講座を
実施した。

237 A

今後も市民が自分自身の最期について考えられ
る機会を増やすとともに、支援が必要な人へ、支
援者がタイミングを見ながら一緒に考えられるよ
うな意識も必要。

エンディングノートの配布数　（冊） 315 370 400 430 研修会やフォーラムに合わせて配布した。 889 A 今後も配布を継続していくとともに、実際に
活用できていくような働きかけが必要。

・本人が希望する住まいで生活できるサー
ビスや介護者の負担を軽減できる仕組み
が充実し、適切に提供されている

長浜米原地域医療センター主催の多職種連
携研修の参加者数（人）

104 140 160 180
多職種の顔の見える関係を築くためのきっ
かけ作りや情報、知識の伝達を行った。

183 A 今後は医師とも連携のための研修や交流が
できていけるとよい。

・気軽に相談できて必要な支援につながる
体制がある

（１）地域包括支援センター
の充実

地域包括支援センターの相談件数（件） 18,052 20,685 22,285 23,885
・地域包括支援センターの機能強化地域ケア会議の
推進【重点】
・家族介護者への支援

高齢者の生活・医療・介護面の総合相談窓口
として、その地域で安心した生活を継続する
ための支援を実施。また家族介護者への支
援など、新たな社会的課題への対応も行っ
ている。

29,508 A

高齢者の生活・医療・介護面の総合相談窓口
としてセンターが周知されてきており、相談
数は増加の一途であり、新たな社会的課題
への対応も迫られるなど、その業務の負担
軽減が課題である。

・高齢者の人権が尊重され、尊厳ある生活
を守るための体制がある

（１）権利擁護・成年後見制
度の利用促進

成年後見・権利擁護センターへの相談件数
(実人数）　（件）

115 130 140 150

成年後見制度についての問合せや、利用に
ついての相談、支援を行っている。
相談方法は電話、窓口に加え、訪問や最寄り
の社会福祉協議会センターでの出張相談も
行い、相談者へのきめ細かい対応を実施し
ている。

143 A

医療福祉関係者等の支援者からの相談が多
く、緊急性の高い相談もあることから、支援
者、センター、市の関係者連携が一層重要と
なっている。

（２）高齢者虐待の防止と
対応

出前講座の実施回数　（回） 5 12 15 18
ボランティア団体等への出前講座を開催し
た。

7 C 出前講座が開催できるよう、関係団体への
周知を強化し、積極的な開催を目指す。

３．高齢者の人権尊重・保
護

・成年後見制度利用促進基本計画の推進
・高齢者虐待防止への取組の推進【重点】
・高齢者虐待に関する相談支援や対応の充実

・介護予防の正しい知識の普及啓発と介護予防へ
の取組の推進【重点】
・働く世代からの生活習慣予防と健康づくり
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推
進
・民間事業者との協働推進【新規】

（２）健康づくり・介護予防
の取組への支援

・地域サロン活動等の充実
・地域での介護予防活動の充実【重点】
・介護予防・生活支援サービス事業
・ケアマネジメントの充実

３　安心して暮らせる地域包括ケアシステムの推進

●多様な地域福祉ニーズや複雑・複合化する
課題に対応すべく、医療・介護・福祉・住ま
い・生活支援が連携した地域包括ケアシステ
ムが推進されている

◇地域包括支援センター
を知っていると回答する
人の割合

現状値　56.5％（令和４
年度）　　目標値　59.0％
（令和７年度）
【高齢者実態調査】

１．在宅生活を支えるサー
ビスの充実

（２）在宅医療・介護連携の
推進

・地域住民への普及啓発
・在宅看取りの推進
・在宅医療と在宅介護の連携強化【重点】
・在宅医療・介護サービスの情報の共有支援

２．相談・支援体制の強化

２　市民が自身の健康を意識し、生きがいを持って暮らせるまちづくり

●介護予防、重症化予防等の取組や社会参
加の推進と自立生活支援サービスの両輪を
充実し、高齢者が生きがいを見つけ、できる
だけ長く地域で自立し、いきいきとした生活
が実現できている

◇週に１回以上、外出して
いると回答する人の割合
現状値　92.4％（令和４
年度）　　　目標値
95.0％（令和７年度）

◇生きがいありと回答す
る人の割合
現状値　62.8％（令和４
年度）　　　目標値
65.0％（令和７年度）

いずれも【高齢者実態調
査】

１．高齢者の活動支援・生
きがいづくり

２．健康づくり、介護予防、
疾病等の重症化予防の推
進

（１）健康づくり・介護予防
の推進
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●中間アウトカム 目標値（指標）

・初期アウトカム
実施内容 R6 自己評価 課題と対応策

基本目標

指標 施策の方向性 基本施策 事業

R6評価

R4 R6 R7 R8

養成した認知症サポーター数（のべ人数） 38,644 43,000 45,000 48,000
地域での養成講座や市内図書館や企業など
で認知症サポーター養成講座の開催・活動
支援を行いました。

43,217 A
未実施の地域や企業・高等教育機関での認
知症サポーター養成講座の開催を行いま
す。

キャラバンメイト活動支援回数(研修会・定例
会等)　（回）

66 70 75 80

認知症キャラバンメイト研修会の開催や、長
浜市社会福祉協議会（委託先）によるキャラ
バンメイト定例会等への活動支援を行いまし
た。

73 A
今後も引き続き、認知症の正しい理解と対
応を学び、そっと手助けするサポーターを養
成し、その活動を支援します。

・認知症の理解が市民の多くに浸透してい
る

（１）早期発見・早期対応の
ための体制の推進

地域包括支援センターの認知症相談対応件
数(のべ)

3,302 3,400 3,600 3,800
・認知症地域支援推進員の活動の促進【重点】
・医療と介護の連携
・認知症初期集中支援チームの活動の推進

＜認知症地域支援推進員の活動の促進＞
各地域包括支援センターに認知症地域支援
推進員を配置。各地域包括支援センターの
オレンジプランを作成し、地域の現状に応じ
た施策の推進に取り組みました。
＜医療と介護の連携＞
・認知症関係者連絡会議を開催し、専門職同
士の情報共有及び連携の強化を行いまし
た。また、認知症あんしんガイドブックの活用
について、関係機関への普及啓発を行いま
した。
＜認知症初期集中支援チームの活動の促進
＞
チーム員会議を毎月１回継続して開催し、年
間延２1件の事例を検討し、専門職からの助
言等を受けました。

3,451 A

＜認知症地域支援推進員の活動の促進＞
認知症地域支援推進員とともに引き続き地
域の課題を把握し、地域資源の活用を図っ
ていきます。
＜医療と介護の連携＞
引き続き、認知症関係者連絡会議等の場で
連携を強化していくとともに、認知症あんし
んガイドブックの関係機関への普及啓発を
行っていきます。
＜認知症初期集中支援チームの活動の促進
＞
事業の利用件数を増やせるよう、ケアマネ
ジャー等への周知方法について工夫してい
きます。

・地域の身近なところで専門チーム等によ
る必要な支援・サービスを受けられる体制
が整っている

（２）認知症のある人や介
護者への支援の推進

認知症カフェや居場所として認知症あんしん
ガイドブックに掲載する団体数（掲載団体数）

10 12 13 15
・認知症のある人や家族が集える場所の充実
・若年性認知症のある人への支援
・認知症のある人からの発信支援【重点】【新規】

認知症のある人やその家族が集える居場所
一覧をガイドブックに掲載し、活動団体への
支援を行いました。

12 B
今後も、認知症のある人やその家族の居場
所になるように、認知症カフェ等の周知や支
援を行います。

・認知症のある人への地域の見守り体制が
あり、認知症のある人が社会での役割を持
ち、自分らしく生活できる

（１）認知症バリアフリーの
推進

認知症高齢者等ＳＯＳほんわかネットワーク
事業メール登録協力者数　（人）

5,341 5,700 5,750 5,800
・認知症のある人が安心して出かけることができる
環境づくり【新規】
・地域ネットワークの構築

市職員の課内研修や人権学習会協議会総
会、圏域認知症講座の場で、事業や協力者
の登録を周知し、メール登録協力者の数を
令和５年度の実績から300人以上を増やす
ことができました。
また、令和６年度から事業の登録対象者を
認知症高齢者だけでなく要援護障害者にも
拡大しました。

6,324 A
今後も引き続き、メール登録者協力者数が、
6,500人以上となるよう、市広報・HP等の
周知・啓発を行います。

介護に関する入門的研修受講者及び福祉の
職場説明会参加者数　（人）

61 70 70 70

多くの人が介護を知る機会を設けることで、
介護未経験者が参入しやすい環境を整えま
した。また、幅広い人材が事業所とマッチン
グすることを支援するため福祉の職場説明
会を開催しました。

52 B

介護に関する入門的研修において,平日開催
で実施するも受講者が少なかったため、令
和７年度は、現在就労中の方にも参加してい
ただけるように土曜日の開催を予定。

介護に関する入門的研修受講者及び福祉の
職場説明会参加者に係る介護事業所採用者
数　（人）

10 10 10 10

幅広い人材の介護業界への参入のため、福
祉の職場説明会を開催。参加者が、事業所
職員と直接対話することで、介護の仕事を
実感するとともに、職場への理解を深め、介
護事業所への就業を支援しました。

3 C

研修及び就職フェア参加者が介護事業所の
採用につながるケースが少ないため、研修
参加者に対して、就職フェアの周知や求人法
人の紹介等で参加の働きかけを行います。

中学校福祉・介護出前授業及び職場体験の
実施校　（校）

2 5 5 5

中学生を対象に介護学習や体験を通して、
介護の仕事への理解を深めるべく出前授業
を実施しました。各事業所において中学生を
対象に職場体験の受入を実施しました。

11 A

年間の授業カリキュラムに組み入れてもら
えるよう、実施日当日に来年度実施ついて
も促しを行います。また、中学校教頭会で、
周知と開催への働きかけを行います。

・制度や事業等のわかりやすい情報が市民
に届き、正しい理解がされている

介護・福祉事業所就職ＰＲ動画作成支援件数
（件）

3 3 3 3
長浜市内の介護・福祉事業所の魅力及び人
材確保の広報促進を図るためPR動画作成
する事業所に対し補助金を交付しました。

1 D
補助金交付実績が1件だったため、補助金の
内容について、市広報誌への掲載や事業者
協議会等周知で制度の浸透を図ります。

・福祉の人材が確保・育成され、働きやすい
職場環境が整えられている

介護人材の質の向上・職場定着に向けた研修
会参加者数　（人）

234 250 250 250

人材育成研修を職員の階層別に下記のテー
マで実施しました。①お笑い介護レクリエー
ション、②高齢者の口腔ケア、③介護職が身
につけるべき薬の知識、④看取りケア

260 A

湖北地域の介護・福祉事業所の職員等を対
象として、質の高い適切なサービス提供の
ための研修会の開催を通じて、人材の育成・
定着を支援してまいります。

・必要なケアプラン点検や指導等が実施で
きている

（１）介護サービスの確保
対象地域においてサービス提供を行った法
人数　（件）

18 18 18 18
・介護サービス事業所との協力・連携
・介護サービス事業所への指導
・中山間地での介護サービス提供体制の確保

訪問等介護サービス確保対策交付金の交付
により、中山間地での、訪問等サービスの提
供を支援し、サービス量の確保を図りまし
た。

21 A
引き続き訪問等介護サービス確保対策交付
金を継続し、中山間地域での、訪問サービス
提供体積の確保を図っていく。

・適切にサービスが利用され、それに見
合った保険料が定められている

要介護認定審査不服申立件数　（件） 1 0 0 0

調査員が対象者及び介護者から、丁寧に聞
き取ることで身体・生活状況を的確に把握
し、審査員はもたらされた情報により、公
平・公正な判定をいただきました。

0 B

将来的な高齢者の増加に伴い、要介護認定
申請の増加が予想されることから、人員確
保に努めることで質を落とさずに対応して
いく。

介護相談員派遣延べ訪問事業所数（件） 5 10 15 15

コロナ禍以降、依然として受入困難な施設が
ある状況下でしたが、感染症対策を行いな
がら計画的に事業を実施することができま
した。

32 Ａ

受入困難の施設や新たな施設に対して、粘
り強く事業の主旨説明と協力のお願いを継
続的に行うことで、訪問先を増やしていきた
い。

・要介護認定の適正化
・介護相談員設置事業
・介護給付の適正化

５　持続可能な介護保険制度の運営

●高齢者・後期高齢者が増加する中、制度が
周知され、サービスが適切に利用され、持続
可能な給付体制が整っている

◇要介護・要支援認定者
のうち介護等サービスを
利用する人の割合

現状値　80.3％（令和４
年度）　　　目標値
82.0％（令和７年度）
【見える化システム】（受給
者数／認定者数）

１．介護・福祉人材確保に
向けた支援

（１）介護人材の確保
・介護人材の裾野の拡大
・介護人材を志す次世代の育成
・介護人材確保に向けた補助金の交付

（２）介護人材の定着促進

・福祉職場のイメージ向上・魅力発信事業
・定着支援・離職防止・業務の効率化
・介護人材の質の向上・職場定着に向けた研修会等
の実施

２．適切な介護サービスの
確保

（２）介護給付適正化の取
組

４　認知症のある人が共生できる地域社会の推進

●「予防」と「共生」の施策充実を図り、認知
症のある人とともに安心して生活できる地
域となっている

◇認知症になっても、住み
続けられるまちと思うと
回答する人の割合【新規
調査】

現状値　新規調査のため
数値なし
目標値　新規調査のため
未設定　（令和７年度）
【高齢者実態調査】

１．市民の理解促進 （１）認知症に対する知識
の普及と理解の促進

・認知症の市民への啓発【新規】
・認知症サポーター養成講座の開催
・認知症キャラバンメイトの活動支援

２．必要な支援・サービス
を受けられる体制の推進

３．社会参加等の支援
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（１）総括事項

（２）利用状況

①第1号被保険者数

単位：人

資料：Ｒ7年3月末介護保険事業状況報告

高齢化率は、各年度3月末現在

②要介護（要支援）認定者数

単位：人

資料：Ｒ7年3月末介護保険事業状況報告（要支援、要介護者数）

介護保険事業の状況

6,784

－ 11.5% 15.8% 19.2% 18.4% 14.3% 12.4% 8.4% 100%
令和５年度

59 780 1,075 1,299 1,250 972 839 569

24 130

計
49 829 1,129 1,337 1,280 1,037 813 530 6,955

－ 11.9% 16.2% 19.3% 18.4% 14.9% 11.7% 7.6% 100%

506 6,825

65～75歳未満 6 71 99 93 123 71 57 49 563

75歳以上 43 747 998 1,226 1,133 956 745 457 6,262

令
和
６
年
度

第1号 被保険者 49 818 1,097 1,319 1,256 1,027 802

第2号被保険者 － 11 32 18 24 10 11

増減 ▲ 513 456 21 ▲ 8 ▲ 57 0.3%

　本市の第1号被保険者の要介護認定率は、20.４％（Ｒ7.3月末現在）となっています。また、
要介護1・2の認定者の割合が多い状況です。

区分
総合事業
対象者

要支援
１

要支援
２

要介護
１

要介護
２

要介護
３

要介護
４

要介護
５

計
（事業対象者除く）

（5８.２％）

令和5年度 14,446 18,944 164 99

計 高齢化率

令和6年度
（割合）

13,933 19,400
185 91 33,333 29.8%

（4１.８％）

33,390 29.5%

会計名 介護保険特別会計

概 況

　第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）に基づき、病気などにより要介護状態等
になった被保険者が、できる限り自立して尊厳のある生活を送るために、利用者の選択のもと必
要なサービスを総合的かつ一体的に受けられるよう、必要な保険給付を行いました。
   また、第1号被保険者保険料については、負担能力に応じた段階設定と低所得者への保険料の
軽減を図りつつ、長浜市債権管理計画に基づき収納率の向上に努めました。さらに、介護給付の
適正化、サービスの質の確保・向上を図るため事業者への指導等に取り組みました。
　さらに、高齢者が身近な住み慣れた地域で役割、生きがい、安心を得て、いきいきと自立した
日常生活を送ることができるよう、高齢者の社会参加、役割が持てる活動の支援、介護予防に取
り組むとともに、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を図るため、
地域包括支援センターを中核機関として地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの推進に取り
組みました。

　県内の高齢化の状況をみると、本市は19保険者中７番目に高い高齢化率です。また、75歳以
上の後期高齢者の割合も５割を超えています。
（Ｒ７.４.1現在、滋賀県医療福祉推進課資料「滋賀県の高齢化の状況」より）

区分
前期高齢者
65歳以上
75歳未満

後期高齢者
75歳以上

（再掲）
外国人

（再掲）
住所地特例

資料③
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③介護保険サービス種類別給付費

（介護予防サービス含む） 単位：円

単位：円

合　計 － 287,093,425 100% － 279,550,043

介護予防ケアマネジメント事業費 4,053 19,192,629 6.7% 4,014 20,094,538

1,492,660

小　計 23,705 267,900,796 93.3% 23,208 259,455,505

49,174,705

通所型サービス 7,189 214,367,682 74.7% 7,108 208,788,140介護予防・生
活支援サービ
ス事業費

訪問型サービス 2,480 51,921,278 18.1% 2,463

高額相当・審査支払手数料等 14,036 1,611,836 0.5% 13,637

区分 種　　類
令和６年度 令和５年度

利用件数 事業費 割合 利用件数 事業費

合　計 － 11,465,411,626 100% － 10,943,270,788

20,712 278,191,468

審査支払手数料 186,536 12,497,901 0.1% 173,292 11,610,564

高
額
介
護

高額介護サービス費 19,560 253,482,994 2.2% 19,430

小　計 20,607 285,093,592 2.5%

1.1% 329 121,500,752

2,192,190,217

介護老人保健施設（老健） 4,577

243,026,468

高額医療合算介護サービス費 1,047 31,610,598 0.3% 1,282 35,165,000

1,332,704,400

介護老人福祉施設（特養） 8,237 2,321,282,882 20.3% 7,998

特定入所者介護サービス費※　　　　 10,056 253,426,114 2.2% 9,410 244,819,266

小　計 13,143 3,836,952,554 33.5% 12,936 3,646,395,369

施
設
サ
ー

ビ
ス

0 0

介護医療院 329 125,850,691

介護療養型医療施設 0 0 0.0%

小　計 10,297 1,534,117,566 13.3% 10,577

1,389,818,981 12.1% 4,609

1,506,310,217

看護小規模多機能型居宅介護 532 112,217,823 1.0% 552 118,208,418

2,508,556

地域密着型介護老人福祉施設 701 210,747,591 1.8% 703 204,861,397

地域密着型通所介護 4,516 254,567,560 2.2% 4,663 273,765,389

小規模多機能型居宅介護 1,262 252,128,821 2.2% 200,292,971

4,171,879

認知症対応型共同生活介護 2,150 572,041,239 5.0% 2,176 567,622,704

134,878,903

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 37 4,857,545 0.0% 30

地域密着型特定施設入所者生活介護 8 1,663,660 0.0%

認知症対応型通所介護 1,091 125,893,327 1.1% 1,287

12

1,154

小　計 159,588 5,543,323,899 48.6% 152,782 5,255,943,904

住宅改修費 473 38,926,015 0.3% 469 37,883,227

福祉用具購入費 706 24,790,797 0.2% 692 21,503,981

居宅介護（支援）計画 49,025 652,445,201 5.8% 46,977 616,014,799

特定施設入所者生活介護 533 108,993,256 1.0% 579 118,390,070

居宅療養管理指導 11,615 80,091,475 0.7% 10,685 71,168,589

短期入所療養介護 1,280 150,094,892 1.3% 1,275 145,824,572

短期入所生活介護 5,609 427,867,918 3.7% 5,395 417,463,745

1,590,711,989

訪問リハビリテーション 617 19,420,980 0.2% 466 14,858,846

福祉用具貸与 38,034 476,564,933 4.2% 36,018 449,401,371

通所リハビリテーション 5,458 324,715,759 2.8% 5,485 330,571,947居
宅
サ
ー

ビ
ス

訪問介護 13,019 1,053,046,440 9.2% 13,266 974,537,621

訪問入浴介護 1,177 75,094,143 0.7% 1,252 76,996,993

訪問看護 11,743 438,223,398 3.8% 10,596 390,616,154

通所介護 20,299 1,673,048,692 14.7% 19,627

　サービス別の給付費の状況は、居宅サービスが全体の48.6%、地域密着型サービスが
13.3%、施設サービスが33.5%となっています。

区分 種　　類
令和６年度 令和５年度

利用件数 給付費 割合 利用件数 給付費

※特定入所者介護サービス費とは、介護保険４施設での居住費・食費について所得の低い人の負担

軽減するために、限度額を設け、その超えた分を給付するものです。
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④介護給付費と被保険者等１人当たりの給付費の推移

⑤第1号被保険者介護保険料

○現年度分保険料の状況 単位：円

96.7% 99.8%

令
和
５
年
度

調定額 2,418,846,740 160,767,310 2,579,614,050

収入済額 2,418,846,740

令
和
６
年
度

調定額 2,452,392,880 169,490,440 2,621,883,320

収入済額 2,452,392,880 163,848,677 2,616,241,557

収納率

155,219,808 2,574,066,548

収納率 100% 96.5% 99.8%

100%

100.3% 102.1%

資料：第1号被保険者数  要介護認定者数　10月末介護保険事業状況報告

令和6年度介護保険料月額基準額は、6,570円です。
特別徴収（年金からの天引き）は、全体の93.５％となっています。
介護保険料現年度分の収納率は、99.8％です。
所得段階別では、第5段階（基準額）の構成割合（18.7％）と多くなっています。

年度 区分 特別徴収 普通徴収 計

前年度比 101.1% 97.7% 102.1% 99.8% 98.7%

6,761 6,939

要介護認定者
１人当たり
の給付費

1,641,305 1,604,359 1,637,847 1,634,506 1,613,130 1,618,588 1,652,315

要介護 認定者数 6,221 6,448 6,525 6,621 6,657

328,725 343,729

前年度比 101.9% 100.9% 102.6% 100.8% 99.2% 101.9% 104.6%

被保険者
１人当たり
の給付費

311,583 314,330 322,421 324,987 322,539

介護給付費 10,210,558,886 10,344,904,205 10,686,953,742 10,822,065,720 10,738,606,510 10,943,270,788 11,465,411,626

第１号
被保険者数

32,770 32,911 33,146 33,300 33,294 33,290 33,356

令和６年度の介護給付費は、約114億６千万円となり、第1号被保険者1人当たりの給付費
は、前年度比４.６％増の約3４万３千円、要介護認定者1人当たりの給付費は、前年度比２.１％
増の約16５万２千円となりました。

期 間 第7期 第8期 第9期

年 度 30年度 元年度 2年度 3年度 ４年度 ５年度 6年度

311 314 322 324 322 328 
343 

200

250

300

350

400

被保険者1人当たりの給付費
（千円）

102 103 106 
108 107 109 

114 

40

60

80

100

120

給付費
（億円）

単位：円、人
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○所得段階別の構成割合

※被保険者数の基準日は令和7年3月31日現在

⑥地域支援事業の利用状況

○地域支援事業の執行状況（人件費除く） 単位：円

小　計 20,774,017 6.4%

合　計 325,591,377 100%

包括的支援等事
業(社会保障充
実分）

在宅医療・介護連携推進事業費 5,931,480 1.8%

認知症総合支援事業費 9,805,029 3.0%

地域ケア会議推進事業費 5,037,508 1.5%

包括的支援等事
業・任意事業

地域ケア事業費 13,719,508 4.2%

小　計 13,719,508 4.2%

5.9%

一般介護予防事業費 3,964,233 1.2%

小　計 291,097,852 89.4%

区分 種類 令和６年度 構成比

介護予防・日常
生活支援総合事
業

介護予防・生活支援サービス事業費 267,940,990 82.3%

介護予防ケアマネジメント事業費 19,192,629

合　計 33,333 100%

第11段階
（12,483円）

1.9
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が400万円以上700万円未満の方 676 2.0%

第12段階
（13,797円）

2.1
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が700万円以上1,000万円未満の方 164 0.5%

第10段階
（11,169円）

1.7
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が320万円以上400万円未満の方 759 2.3%

第13段階
（15,111円）

2.3
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が1,000万円以上の方 260 0.8%

第８段階
（8,541円）

1.3
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が120万円以上210万円未満の方 5,701 17.1%

第９段階
（9,855円）

1.5
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が210万円以上32０万円未満の方 2,150 6.5%

18.7%

第６段階
（7,555円）

1.15
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が80万円未満の方 2,729 8.2%

第７段階
（7,884円）

1.2
本人が市民税課税で、前年の合計所得金
額が80円以上120万円未満の方 3,230 9.7%

令
和
６
年
度

所得段階
（月額保険料）

負担割合
（基準額に対する割合）

区分 被保険者数 構成割合

第1段階
（1,675円）

0.255
生活保護受給者及び世帯全員が市民税非
課税で老齢福祉年金受給者又は合計所得
金額＋課税年金収入が８０万円以下の方

第3段階
（4,500円）

0.685
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金
額＋課税年金収入が１２０万円を超える
方

2,427 7.3%

第4段階
（5,913円）

0.9
世帯の誰かに市民税が課税されている
が、本人は市民税非課税で合計所得金額
＋課税年金収入が８０万円以下の方

2,542 7.6%

第５段階
（6,570円）

基準額
（1.0）

世帯の誰かに市民税が課税されている
が、本人は市民税非課税で合計所得金額
＋課税年金収入が８０万円超えの方

6,242

3,508 10.5%

第2段階
（2,856円）

0.435
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金
額＋課税年金収入が８０万円を超え１２
０万円以下の方

2,945 8.8%
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○主な事業別の実績

⑦保健福祉事業の利用状況

○保健福祉事業の執行状況及び実績 単位：円

⑧介護認定審査会運営状況

・審査会開催回数 ：186回
・審査件数  ：5,153件

○要支援・要介護認定結果の状況 単位：件

9.3% 100.0%

665 477 5,153

0.2% 11.0% 15.9% 18.7% 17.8% 14.2% 12.9%

10 566 822 963 916 734

　「長浜市介護認定審査会」において、規則で定める5人の学識経験者で構成する合議体を16組編
成し、年間186回の審査判定会議を開催、5,153件の要介護（要支援）度の判定を行いました。

非該当 要支援１ 要支援２ 要介護1 要介護2 要介護３ 要介護4 要介護５ 合計

335,340

在宅高齢者衛生材料費助成事業 473人に交付 15,654,432

合　計 22,352,772

区分 種類 実績 令和６年度

保健福祉事業

訪問介護サービス確保対策事業 21法人に交付 6,363,000

認知症個人賠償保険 加入者290人

累積登録者 694

メール配信協力者 6,324

認知症キャラバンメイト数
登録人数 143

グループ数 13

認知症高齢者等家族支援サービス GPS機器貸与件数 12

緊急通報システム事業 機器貸与件数(年度末) 41任
意
事
業

地域ケア事業

成年後見制度利用支援事業
市長申立手続件数 11

助成件数 6

見守り配食支援事業 延べ食数 20,557

認知症サポーター養成講座

開催回数 61

養成サポーター数 2,245

養成サポーター数(延べ人数) 43,217

認知症高齢者等SOSほんわかネット
ワーク事業

包
括
的
支
援
事
業

在宅医療・介護連
携推進事業

出前講座
実施回数 15

延べ受講人数 237

多職種連携研修会 開催回数 5

認知症総合支援事業 圏域認知症講座 実施数 5

地域ケア会議推進
事業

地域ケア会議
個別ケア会議回数 31

自立支援会議回数 20

介護予防・日常生活
支援サービス事業

介護予防ケアマネジメント 延べ件数 4,001

地域リハビ
リテーショ
ン活動支援
事業

転倒予防自主グループ活
動支援

体力測定
支援グループ 16

参加者数 176

体操指導
支援グループ 24

事業名等 単位 実績

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

一
般
介
護
予
防
事
業

普及啓発
介護予防出前講座 実施回数 7

サロン事業所出前講座 実施回数 144

地域介護予防
活動支援事業

きゃんせ大会
(転倒予防自主グループ研修会）

実施会場 10

参加者数 142

参加者数 287

運動機能向上トレーニング教室自主グ
ループ支援

延べ活動人数 706
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（３）収支の状況

①令和６年度介護保険特別会計の決算状況

１．歳入

単位：円

諸収入 雑入等 5,968,650 0.0%

合　計 12,673,078,371 100%

その他 12,195,669 0.1%

財産収入 基金の運用利子 6,227,019 0.0%

繰入金

一般会計繰入金（介護給付費、地域支援
事業費、低所得者保険料軽減分、事務
費、職員給与費の市負担分）、基金繰入
金

2,028,580,137 16.0%

繰越金 前年度繰越金 367,536,281 2.9%

国庫支出金
介護給付費負担金、調整交付金、地域支
援事業費交付金、保険者機能強化推進交
付金、介護保険保険者努力支援交付金

2,718,140,931 21.4%

県支出金 介護給付費負担金、地域支援事業交付金 1,723,766,311 13.6%

介護保険料
第１号被保険者の保険料（６５歳以上）
手数料含む

2,621,707,617 20.7%

支払基金交付金
第２号被保険者の保険料（４０歳から６
４歳まで）

3,201,151,425 25.3%

歳入内訳 内容 令和６年度決算額 構成比（％）

　歳入総額は12,673,078,371円で、歳出総額は12,494,790,808円となり、差引収支は
178,287,563円となりました。差引収支（繰越金）は、翌年度に執行する返還金等の財源への
繰入金、介護保険財政調整基金への積立金とします。

介護保険料

20.7%

支払基金交付金

25.3%

国庫支出金

21.4%

県支出金

13.6%

繰入金

16.0%

繰越金

2.9%

その他 0.1%
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２．歳出

単位：円

合　計 12,494,790,808 100%

保健福祉事業費
中山間地のサービス提供を維持するため
の事業者補助、衛生材料支給事業、認知
症あんしん保険事業

22,352,772 0.2%

諸支出金
財政調整基金積立金、保険料の過年度還
付金、国県返還金、一般会計繰出金等

433,392,558 3.5%

介護予防・日常生
活支援総合事業費

要支援者等に対する多様なサービスと介
護予防の推進

291,097,852 2.3%

包括的支援等事業
費

在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支
援事業、成年後見制度利用支援事業等

34,493,525 0.3%

高額医療合算介護
サービス等費

医療費とサービス利用料を合算した額が
高額となった場合の補助

31,610,598 0.3%

地域支援事業費 325,591,377 2.6%

高額介護サービス
等諸費

サービス利用料が高額となった場合の補
助

253,482,994 2.0%

特定入所者介護
サービス等費

低所得者のサービス利用に対する補助 253,426,114 2.0%

介護予防サービス
等諸費

要支援者のサービス利用にかかる負担分 257,874,258 2.1%

その他諸費
国保連に対する介護報酬支払業務の審査
支払手数料

12,497,901 0.1%

保険給付費 11,465,411,626 91.7%

介護サービス等諸費 要介護者のサービス利用にかかる負担分 10,656,519,761 85.3%

介護認定審査会費 要介護認定の審査経費 54,733,034 0.4%

計画策定費
高齢者保健福祉審議会運営経費、高齢者
実態調査等経費

242,678 0.0%

総務管理費 人件費、事務経費 188,217,556 1.5%

徴収費 保険料の賦課徴収経費 4,849,207 0.0%

歳出内訳 内　容 令和６年度決算額 構成比（％）

総務費 248,042,475 2.0%

総務費 2.0%

保険給付費

91.7%

地域支援事業費 2.6%

保健福祉事業費 0.2%
諸支出金 3.5%
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②基金の保有状況

○介護保険財政調整基金 単位：円

③未収金の状況

単位：円

合　計 180,690,985 167,189,477 146,940 2,466,458 11,181,990

過年度分普通徴収保険料 2,295,930 2,189,090 0 0 106,840

滞納繰越分普通徴収保険料 11,200,545 3,340,800 0 2,466,458 5,393,287

収入未済額
うち還付未済額

現年度分普通徴収保険料 167,194,510 161,659,587 146,940 0 5,681,863

　 取崩  △258,493,000

区分 調定額 収入済額 不納欠損額

1,425,733,353

△ 99,217,981

1,326,515,372内
訳

利子　　　6,227,019

　 積立 　 153,048,000

令和５年度末現在高 令和６年度中増減高 令和６年度末現在高
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１．認定率の比較 （％）

R5
実績値

R6
計画値

R6
実績値

実績
差異

計画
差異

第1号被保険者数Ⓐ （人）

① ② ③ ④ ⑤ R5実績値 R6計画値 R6実績値

認定者数Ⓑ/第1号被保険者数Ⓐ ③-①=④ ③-②=⑤
合

計 33,291 33,450 33,399

前

期 14,780 14,354 14,149

後

期 18,511 19,096 19,250

認定者数Ⓑ （人）

R5実績値 R6計画値 R6実績値
合

計 6,637 6,698 6,791

前

期 625 601 562

後

期 6,012 6,097 6,229

２．受給率の比較 （％） 利用者数Ⓒ （人）

R5
実績値

R6
計画値

R6
実績値

実績
差異

計画
差異

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

利用者数Ⓒ/第1号被保険者数Ⓐ ⑧-⑥=⑨ ⑧-⑦=⑩

訪問介護 3.3% 2.9% 3.2% △0.1% 0.3%
実績値（利用者数）は前年度と比較して減少し
ているが、計画値は上回っている。

13,266 11,784 13,019

訪問入浴介護 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

1,252 1,320 1,177

訪問看護 2.7% 2.5% 2.9% 0.2% 0.4%
実績値（利用者数）は前年度と比較して増加
し、計画値も上回っている。

10,596 10,164 11,743

訪問リハビリテー
ション

0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

466 516 617

居宅療養管理指導 2.7% 1.9% 2.9% 0.2% 1.0%
実績値（利用者数）は前年度と比較して増加し
ており、計画値も上回っている。

10,685 7,608 11,615

通所介護 4.9% 4.5% 5.1% 0.2% 0.6%
実績値（利用者数）は前年度と比較して増加
し、計画値も上回っている。

19,627 18,060 20,299

通所リハビリテー
ション

1.4% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

5,485 5,544 5,458

短期入所生活介護 1.4% 1.3% 1.4% 0.0% 0.1%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

5,395 5,172 5,609

短期入所療養介護
（老健）

0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

1,275 1,356 1,280

短期入所療養介護
（病院）

- - - - - 利用実績なし。 - - -

福祉用具貸与 9.0% 8.8% 9.5% 0.5% 0.7%
実績値（利用者数）は前年度と比較して増加
し、計画値も上回っている。

36,018 35,220 38,034

特定施設入居者生活
介護

0.1% 0.2% 0.1% 0.0% △0.1%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

579 624 533

定期巡回・随時対応
型

0.0% 0.1% 0.0% 0.0% -
他市町村に所在するサービスで、現在のところ
市外サ高住等に住まいの方が利用されている。

30 216 37

夜間対応型訪問介護 - - - - - 利用実績なし。 - - -

認知症対応型通所介
護

0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

1,287 1,176 1,091

小規模多機能居宅介
護

0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

1,154 1,248 1,262

認知症対応型共同生
活介護

0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

2,176 2,112 2,150

地域密着型特定施設
入居者生活介護

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
他市町村に所在するサービスで、現在のところ
市外サ高住等に住まいの方が利用されている。

12 12 8

地域密着型介護老人
福祉施設

0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

703 696 701

看護小規模多機能型
居宅介護

0.1% 0.2% 0.1% 0.0% △0.1%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

552 900 532

地域密着型通所介護 1.2% 1.1% 1.1% △0.1% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

4,663 4,560 4,516

介護老人福祉施設 2.0% 2.0% 2.1% 0.1% 0.1%
実績値（利用者数）は前年度と比較して増加
し、計画値も上回っている。

7,998 7,920 8,237

介護老人保健施設 1.2% 1.1% 1.1% △0.1% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

4,609 4,488 4,577

介護医療院 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
実績値（利用者数）は前年度、計画値と同程度
で推移している。

329 336 329

11.8% 11.7% 12.2% 0.4% 0.5%
実績値（利用者数）は前年度と比較して、増加
し、計画値も上回っている。

46,977 46,788 49,025
介護予防支援・居宅介護
支援

R6
実績値

居
宅
サ
ー

ビ
ス

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

施
設
サ
ー

ビ
ス

サービス名 実績値・計画値との差異について
R5

実績値
R6

計画値

後期高齢者 32.5% 31.9% 32.4% △0.1%

前年実績値(率)、計画地より0.2ポイント減少
している。

前年度実績値(率)からの0.1ポイント減少(認定
者数は217人増加)している。計画値と比較する
と0.5ポイント上回っている。

要介護認定率 19.9% 20.0% 20.3% 0.4% 0.3%
前年度実績値(率)からの0.4ポイント増加(認定
者数は154人増加)している。計画値と比較する
と0.3ポイント上回っている。

年
齢
階
級

前期高齢者 4.2% 4.2% 4.0% △0.2% △0.2%

0.5%

介護保険事業にかかるサービス見込量の進捗について

★積算等根拠数値(参考)

実績値・計画値との差異について

資料④
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３．受給者1人あたり給付費の比較 （円） 給付費Ⓓ （円）

R5
実績値

R6
計画値

R6
実績値

実績
差異

計画
差異

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

給付費Ⓓ/利用者数Ⓒ ⑬-⑪=⑭ ⑬-⑫=⑮

訪問介護 73,461 83,490 80,885 7,424 △ 2,605
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て増加しているが、計画値は下回っている。

974,537,621 983,849,000 1,053,046,440

訪問入浴介護 61,499 66,439 63,801 2,302 △ 2,638
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て増加しているが計画値は下回っている。

76,996,993 87,700,000 75,094,143

訪問看護 36,864 39,992 37,318 454 △ 2,674
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て増加してしてるが、計画値は下回っている。

390,616,154 406,483,000 438,223,398

訪問リハビリテー
ション

31,886 33,614 31,476 △ 410 △ 2,138
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て減少しており、計画値も下回っている。

14,858,846 17,345,000 19,420,980

居宅療養管理指導 6,661 9,523 6,896 235 △ 2,627
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て同程度で推移しており、計画値を下回ってい
る。

71,168,589 72,451,000 80,091,475

通所介護 81,047 91,206 82,420 1,373 △ 8,786
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て増加しているが、計画値は下回っている。

1,590,711,989 1,647,180,000 1,673,048,692

通所リハビリテー
ション

60,268 66,451 59,494 △ 774 △ 6,957
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て減少しており、計画値も下回っている。

330,571,947 368,403,000 324,715,759

短期入所生活介護 77,380 85,483 76,282 △ 1,098 △ 9,201
受給者1人あたり給付費は前年度実績、計画値
ともに下回っている。

417,463,745 442,119,000 427,867,918

短期入所療養介護
（老健）

114,372 119,715 117,262 2,890 △ 2,453
受給者1人あたりの給付費は、前年度実績と比
較して増加しているが、計画値は下回ってい
る。

145,824,572 162,334,000 150,094,892

短期入所療養介護
（病院）

- - - - - 利用実績なし。 - - -

福祉用具貸与 12,477 12,917 12,530 53 △ 387
受給者1人あたり給付費は前年度実績と比較し
て同程度で推移しており、計画値を下回ってい
る。

449,401,371 454,946,000 476,564,933

特定施設入居者生活
介護

204,473 206,226 204,490 17 △ 1,736
受給者1人あたり給付費は前年度実績と同程度
で推移しており、計画値は下回っている。

118,390,070 128,685,000 108,993,256

定期巡回・随時対応
型

139,063 175,894 131,285 △ 7,778 △ 44,609
他市町村に所在するサービスで、現在のところ
市外サ高住等に住まいの方が利用されている。

4,171,879 37,993,000 4,857,545

夜間対応型訪問介護 - - - - - 利用実績なし。 - - -

認知症対応型通所介
護

104,801 125,210 115,393 10,592 △ 9,817
受給者1人あたりの給付費は、前年度実績と比
較して増加しているが、計画値は下回ってい
る。

134,878,903 147,247,000 125,893,327

小規模多機能居宅介
護

173,564 181,880 199,785 26,221 17,905
受給者1人あたり給付費は前年度実績、計画値
ともに上回っている。

200,292,971 226,986,000 252,128,821

認知症対応型共同生
活介護

260,856 270,573 266,066 5,210 △ 4,507
受給者1人あたりの給付費は、前年度実績と比
較して増加しているが、計画値は下回ってい
る。

567,622,704 571,451,000 572,041,239

地域密着型特定施設
入居者生活介護

209,046 203,750 207,958 △ 1,088 4,208
他市町村に所在するサービス。市外介護付き有
料老人ホームに住まいの方が利用されていまし
た。今年度の利用はありません。

2,508,556 2,445,000 1,663,660

地域密着型介護老人
福祉施設

291,410 300,122 300,639 9,229 517
受給者1人あたりの給付費は、前年度実績と比
較して増加していり、計画値も上回っている。

204,861,397 208,885,000 210,747,591

看護小規模多機能型
居宅介護

214,146 207,747 210,936 △ 3,210 3,189
受給者1人あたり給付費は、前年度実績と比較
して減少しているが、計画値を上回っている。

118,208,418 186,972,000 112,217,823

地域密着型通所介護 58,710 61,059 56,370 △ 2,340 △ 4,689
受給者1人あたりの給付費は、前年度実績と比
較して減少しており、計画値も下回っている。

273,765,389 278,429,000 254,567,560

介護老人福祉施設 274,092 278,691 281,812 7,720 3,121
受給者1人あたり給付費は前年度実績、計画値
ともに上回っている。

2,192,190,217 2,207,235,000 2,321,282,882

介護老人保健施設 289,153 300,905 303,653 14,500 2,748
受給者1人あたり給付費は前年度実績、計画値
ともに上回っている。

1,332,704,400 1,350,460,000 1,389,818,981

介護医療院 369,303 387,616 382,525 13,222 △ 5,091
受給者1人あたりの給付費は、前年度実績と比
較して増加しているが、計画値は下回ってい
る。

121,500,752 130,239,000 125,850,691

13,113 13,565 13,308 195 △ 257
受給者1人あたり給付費は前年度実績、計画値
とも同程度で推移している。

616,014,799 634,699,000 652,445,201

４．サービス提供体制に関する現状と課題 10,349,262,282 10,754,536,000 10,850,677,207

　認定率は、令和５年度実績と比較して上昇したが、計画値とは0.3差で、概ね想定の範囲内で推移してい
ると分析している。
　受給率は、いずれの介護サービスも計画値の差異が±1％以内となっているため、事業計画のとおり推移
していると分析している。
　給付費は、令和５年度実績から104.8％の伸びを示している。これについては、前年度実績からの要介護
認定者数の伸びによる、介護サービスの利用者数の増加と令和６年度の介護報酬改定による報酬単価引き上
げが主な要因であると分析している。また、今年度は、団塊の世代が７５歳以上となるため、以降、介護
サービスの需要が、さらに増加することが見込まれる。

Ｒ5→Ｒ6伸び 104.8%

計画値との比較 100.9%

※数値参照
第1号被保険者数：各年9月報
認定者数　　　 ：各年9月報
利用者数　　 　：見える化システム
　　　　　　　　 請求通知
給付費　　　　 ：本市決算額

R6
計画値

R6
実績値

居
宅
サ
ー

ビ
ス

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

施
設
サ
ー

ビ
ス

介護予防支援・居宅介護
支援

サービス名 実績値・計画値との差異について
R5

実績値
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　　　「(第10期)ゴールドプランながはま21」策定スケジュール（予定）

日　　程

R７年度

8月20日 ●第1回審議会（委員改選）

｜ ・高齢者保健福祉事業の取組について

｜ ・介護保険事業の状況について

｜ ・第１０期ゴールドプランながはま２１の策定について

｜ ・各種実態調査について

９月

｜

１０月

11月12日 ●第2回審議会

｜ ・国の動向、計画改定に向けて

｜ ・ニーズ把握・アンケート調査について

１２月

｜   在宅介護実態調査

｜   高齢者実態調査

｜

｜

2月18日 ●第3回審議会

｜ ・アンケート調査結果について

３月

｜

R８年度

４月 　介護給付・福祉事業状況調査 

｜

５月 　計画の基本的な考え方の整理

｜ 　　↓　現状把握・現計画評価

６月

｜ ・実態調査結果分析、人口推計、給付分析、地域診断等

｜

７月 国）基本指針案の提示

｜ 　　↓　サービス見込量の算定作業 

８月

｜ ・体系見直し案、計画骨子、計画素案等

｜

９月 　サービス見込量算定作業、基盤整備方針提起、保険料の算出作業

｜ 　　↓　計画素案作成

１０月 県との調整

｜ ・体系修正案、計画素案、計画素案各論、給付見込等

｜

１１月 県）支援計画作成作業

｜

１２月 　市議会報告

｜ 　パブリックコメント

｜ 　　↓　計画最終案

１月

｜ ・パブリックコメント結果、保険料、提言書等

｜

２月

３月 　市議会上程、介護保険条例改正 

｜

R９年度

４月

高齢者保健福祉審議会 国県の動向等

  高齢者保健福祉の推進に関する調査

　サービス見込量、保険料仮設定 

●第7回審議会

国）ニーズ調査等につい
て提示

　市議会（中間時）

国）改定基本指針告示
県）支援計画策定　計画答申、策定

≪第１０期計画期間開始≫

●第6回審議会

　　↓

●第4回審議会

●第5回審議会

国）次期計画に関する基
本的考え方を提示

資料⑤
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地域密着型サービス運営委員会について  

  

◎令和７年度開催状況  

 開催日時：令和７年７月２４日（木） 

 開催内容：令和６年度の委員会において、下記の地域密着型サービスを行う事業者とし 

て応募のあった中居産業株式会社を、当委員会で審議、選定の後、事業所開 

設への準備が整ったため、事業所指定について、人員基準、設備基準、運営 

基準に基づき審議。 

 

     ・事業者の名称 中居産業株式会社 

     ・事業の種類 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

               ・事業所の名称 定期巡回ゆうゆうケアサービス 

     ・指定年月日 令和７年９月１日 

 

審議結果：長浜市指定地域密着型サービス事業者の指定について可。  

  

 

（参考）地域密着型サービス運営委員会  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

長浜市地域密着型サービス事業者の選定 （長浜市高齢者保健福祉審議会規則抜粋） 

  第７条 長浜市地域密着型サービス運営委員会（以下「密着委員会」という。）の所掌す 

る事務は、次に掲げるものとする。 

(１)   介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第８条第 14 項に規定   

する地域密着型サービス事業及び法第８条の２第 14 項に規定する地域密着型介護予防

サービス事業（以下「地域密着型サービス事業等」という。）を行う事業者の選考に関     

すること｡ 

(２)   地域密着型サービス事業等を行う事業者の指定、指定の拒否及び指定の取消しに      

関すること関すること｡ 

(３) 地域密着型サービス事業等に係る事業者の指定基準及び費用の額に関すること。 

(４) 地域密着型サービス事業等の実施状況の評価に関すること。 

(５) その他地域密着型サービス事業等の適正な運営に関し市長が必要と認めること。 

資料⑥ 
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募集しているサービス及び募集数  

 サービス区分（介護予防がある場合はそれを含む。）  整備の方針  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  1 事業所程度（注１）  

個別条件 同一圏域内に当該サービスの整備（予

定）がないこと。  

令和７年 9 月開設予定 (南長浜圏域) 

(中居産業株式会社)  

夜間対応型訪問介護  1 事業所程度（注１）  

個別条件 同一圏域内に当該サービスの整備（予

定）がないこと。  

小規模多機能型居宅介護  小規模多機能型居宅介護、もしくは看護小規模多機

能型居宅介護を 1 事業所  

個別条件 同一圏域内において、当該サービスの整

備（予定）がない、もしくは直近一年間の平均サー

ビス稼働率が 90％を超えていること。  

看護小規模多機能型居宅介護  

療養通所介護  １事業所  

個別条件 同一圏域内において、当該サービスの整

備（予定）がない、もしくは直近一年間の平均サー

ビス稼働率が 90％を超えていること。  

注 1：1 事業所程度とは、市の提示する条件に合致すれば 1 事業所を超え、2 事業所目の
指定を可能とすることを意味します。  
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 支え合いの地域づくり推進委員会について 

 

支え合いの地域づくり推進委員会とは 

単身あるいは高齢者のみの世帯が増加し、日常の生活支援を必要とする高齢者が

増加するなか、地域住民団体やボランティア、NPO等多様な主体による、地域にお

ける自立した生活を支援する取組を把握・整理し、また既存の地域資源では対応で

きていない生活支援ニーズを特定し、資源開発を行うことが重要とされています。 

そのため、第３層協議体（自治会単位）、あるいは第２層協議体（市内 15地区社

会福祉協議会単位）の取組状況や成果、課題等をすいあげ、共有し市全域全体への

横展開を図る、あるいは課題解決に向けて連携強化を図ることを目的とします。 

また、これらの取組を介護保険制度の介護予防・日常生活支援総合事業と関連付

けた効果的な地域の支え合い体制づくりを検討していく場でもあります。 

 

 
 

 

◎令和７年度 第１回支え合いの地域づくり推進委員会 開催予定 

 ・ 詳細は後日改めて周知予定 

ココです！ 

市域全体の検討を行います 
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長浜市認知症とともに生きる基本条例 

令和７年３月６日条例第４号 

 

認知症は、今日の高齢社会においては誰もがなり得る身近なものです。また、認知症に

は６５歳未満で発症する若年性認知症もあります。 

長浜市では、認知症のある人とその家族等を支える施策を推進し、市民全体で認知症へ

の理解を深め、世代や立場を超えて支え合う地域づくりを進めてきました。 

令和６年１月１日には国による法整備がなされ、認知症のある人を含めた市民一人ひと

りがその個性や能力を発揮し、互いに支え合う共生社会の実現に向けた取組が進められて

います。 

認知症のある人やその家族等の尊厳が守られ、認知症の有無にかかわらず、市民一人ひ

とりが共に支え合う共生社会の実現のためには、まず市民全体が認知症に対する正しい理

解を深めることが必要です。 

今後も市、市民、事業者及び関係機関が連携し、認知症のある人を含む市民全体が住み

慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりを目指すため、この条例を制定します。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、認知症のある人を含む市民全体が安心して生活できるまちづくりの

基本理念を確立し、市の責務や市民、事業者、関係機関の役割を明確にし、もって認知

症のある人を含めた市民一人ひとりが支え合う共生社会の実現を目指すことを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 認知症 アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患（特定

の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質に

よる急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害そ

の他これらに類する精神疾患を除く。）により日常生活に支障が生じる程度にまで認知

機能が低下した状態をいう。 

(2) 認知症の予防 認知症の発症を遅らせること、又は認知症を発症しても進行を緩や

かにすることをいう。 

(3) 市民 市内に居住する者又は市内に通勤若しくは通学をする者をいう。 

(4) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。 

(5) 関係機関 認知症のある人の支援に関わる医療、介護福祉、保健、教育、生活関連

等の機関をいう。 

（基本理念） 

第３条 認知症のある人を含む市民全体が安心して生活できるまちづくりの実現は、次に
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掲げる事項を基本理念（以下「基本理念」という。）として行うものとする。 

(1) 全ての認知症のある人が、基本的人権を享有する個人として、その意思を尊重され、

自分らしく尊厳を保ちながら安心して暮らすことができる環境作りをすること。 

(2) 市民が、認知症及びその予防並びに認知症のある人に関する正確な知識及び理解を

深めることができるようにすること。 

(3) 認知症のある人を含めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、支え合

う共生社会の実現を目指すこと。 

(4) 認知症のある人に対する支援のみならず、認知症のある人の家族、介護をする人そ

の他認知症のある人と日常生活において密接な関係を有する者（以下「家族等」とい

う。）に対する支援が適切に行われることにより、認知症のある人及び家族等が慣れ親

しんだ地域において暮らし続けることができるまちの実現を目指すこと。 

(5) 市、市民、事業者及び関係機関が、それぞれの責務や役割を理解し、相互に協力し

て連携すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念に基づき、認知症のある人を含む市民全体が安心して生活

できるまちづくりを実現するための施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するも

のとする。 

２ 市は、前項の施策について、定期的に実施状況と効果を検証し、必要に応じて見直す

ものとする。 

３ 市は、第１項の施策の推進に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、認知症及びその予防並びに認知症のある人に関する正確な知識及び理解

を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、従業員が認知症及びその予防並びに認知症のある人に関する正確な知

識及び理解を深めるために必要な教育その他の措置を実施し、認知症のある人に対する

適切なサポートを行うよう努めるものとする。 

２ 事業者は、認知症のある人とその家族が働きやすい環境を整備し、その雇用の継続に

当たっては、あらかじめ協議の上、本人の意思及び事業者の事情に鑑みて適切な配慮が

なされるよう努めるものとする。 

３ 事業者は、市、市民及び関係機関が実施する認知症に関する施策又は取組に協力する

よう努めるものとする。 

（関係機関の役割） 

第７条 関係機関は、認知症に関する専門知識を有する人材の育成及び確保に努めるとと

もに、その専門性を生かし、市民一人ひとりが認知症及びその予防並びに認知症のある

人に関する正確な知識及び理解を深めるための取組を実施するよう努めるものとする。 

２ 関係機関は、認知症に関する研究等に係る成果の情報共有その他の関係機関相互の連

携に努めるとともに、市、市民及び事業者が実施する認知症に関する施策又は取組に協

力するよう努めるものとする。 

３ 関係機関は、認知症のある人に対し、その状態に応じた適時かつ適切な医療、介護等
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が提供されるよう努めるとともに、認知症のある人及びその家族等に対し、適切な情報

が提供されるよう努めるものとする。 

（認知症の予防等） 

第８条 市は、市民が科学的知見に基づく適切な認知症の予防に取り組むことができるよ

う、認知症の予防に係る知識の普及及び啓発、情報の収集、適切な助言、指導等並びに

地域における活動への支援を行うものとする。 

（認知症のある人とその家族への支援施策） 

第９条 市は、認知症のある人及びその家族が孤立することのないよう、公共施設や地域

交流の場の整備を促進し、及び関係機関の紹介その他の必要な情報の提供を行うものと

する。 

２ 市は、関係機関との情報共有を強化し、緊密な連携の下に、認知症のある人の症状の

進行に合わせた的確な支援を行う体制の整備を図るものとする。 

３ 市は、市民や事業者、関係機関等との協力体制を強化することにより、行方不明にな

った認知症のある人を速やかに発見し、及び保護する体制の整備を図るものとする。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料１

引用：共生社会の実現を指針するための認知症基本法 解説版(冊子) 厚生労働省2024年12月発行
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長浜市

認知症は誰もがなり得る病気です。
認知症のある人をはじめ、すべての市民が、安心して、いきいき
と暮らせる地域をつくるため「長浜市認知症とともに生きる基本
条例」を令和7年3月に制定しました。

に認知症の条例

認知症があっても自分らしく暮らし続けることができるまち

条例の
全文

長浜市

ができました

市民の皆さん

事業者 関係機関

それぞれの役割

認知症に
関する
取り組み

お問合せ先
長浜市 長寿推進課
☎0749-65-7841

・認知症に関する正しい知識
と理解を深めましょう。

・お互いの支え合いの
声かけ、見守りに
努めましょう。

・認知症のある人が安心して

暮らせるまちをつくります。
・市の取組の効果を振り返り、
より良いものにします。

・認知症のある人や、その
家族が働きやすい環境を
整えましょう。

・認知症について、職場で
必要な知識を学べる機会
をつくりましょう。

・認知症のある人や、その
家族に適切な情報提供を
しましょう。

・専門的な知識を持つ人材
の育成に努めましょう。

※『認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究(2023年)』参照

長浜市で認知症のある人（軽度認知障害を含む）は、
約9,500人と推計され、市民の約12人に1人の割合です。
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    長浜市⾼齢者福祉施設個別施設計画の策定について（着手） 

 

１ 目的 

本市では「長浜市公共施設等総合管理計画」（平成 27 年３月策定、令和７年１月改定、

以下「総合管理計画」という。）において、施設類型ごとに実効性のある個別施設計画を

策定し、計画的、効率的な施設管理を目指すこととしています。 

現在市内にある高齢者福祉施設（下記５.施設一覧のとおり）は、大半が築後 30 年近く

経過し老朽化が進んでいます。 

今後、市の総人口は減少する一方で、高齢者人口および高齢化率は引き続き高い水準

で推移する見込みであり、施設のあり方は、社会状況を踏まえその機能を整理し、必要

性を明確にした上で、市域全体として適正な配置を検討する必要があります。 

本計画は、総合管理計画の趣旨に沿い、これから策定する第 10 期ゴールドプランなが

はま 21（計画期間：令和９年度～令和 11 年度）との整合も図りつつ、各施設の個別具

体的な検討を通じて、更新費の縮減と市民サービスの確保の両立を図ることを目的に、

高齢者福祉施設の個別施設計画として策定するものです。 

 

２ 計画期間 

策定日から令和 16 年度まで（総合管理計画（第２期）の期間と同じ） 

 

３ 主な施設の課題 

・高齢者福祉センターについては、第９期ゴールドプランながはま 21 において、元気高

齢者を増やす場として活用の促進を図っているところですが、貸館及び自主事業の一部

については、まちづくりセンター等、他類型の施設との間で機能の重複が認められます。 

・公設デイサービスセンターについては、介護保険制度が創設された平成 12 年前後に政

策的に設置が進められましたが、その後、民間事業者の開設が相次いだことで、その役

割の見直しの必要性が生じています。 

 

４ 今後の予定 

令和７年７月   健康福祉常任委員会報告（着手） 

７月～  長浜市公共施設マネジメント推進委員会※ 

高齢者保健福祉審議会※ （※各委員会以降２回程度） 

令和８年３月   健康福祉常任委員会報告（中間報告） 

４月   全庁意見照会 

６月   健康福祉常任委員会報告（パブリックコメント実施前） 

     パブリックコメント 

９月   健康福祉常任委員会（最終案） 
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５ 施設一覧 

名称・施設 所在地 建築年 

長浜東部福祉ステーション 

 長浜東部高齢者福祉センター 
東上坂町 1998（H10） 

 長浜東部デイサービスセンター 

長浜西部福祉ステーション 

 長浜西部高齢者福祉センター 
朝日町 2001（H13） 

 長浜西部デイサービスセンター 

長浜北部福祉ステーション 

 長浜北部高齢者福祉センター 
神照町 2000（H12） 

 長浜北部デイサービスセンター 

浅井福祉ステーション 

 浅井デイサービスセンター 今荘町 1997（H9） 

虎姫生きがいセンター 

 虎姫デイサービスセンター 宮部町 1995（H7） 

湖北福祉ステーション 

 
湖北高齢者福祉センター 

湖北町速水 
1977（S52） 

湖北デイサービスセンター 1997（H9） 

高月福祉ステーション 

 
高月高齢者福祉センター 

高月町西物部 1994（H6） 
高月デイサービスセンター 

木之本福祉ステーション 

 
木之本高齢者福祉センター 

木之本町千田 2000（H12） 
木之本デイサービスセンター 

余呉福祉ステーション 

 
余呉高齢者福祉センター 余呉町中之郷 

（余呉やまなみセンター内） 
1998（H10） 

余呉デイサービスセンター 

余呉やまなみセンター高齢者居住施設 
余呉町中之郷 

（余呉やまなみセンター内） 
1998（H10） 

西浅井福祉ステーション 

 西浅井デイサービスセンター 西浅井町塩津浜 2004（H16） 

※長浜高齢者福祉センター 
地福寺町 

（長浜市民交流センター内） 
1989（H1） 

※長浜高齢者福祉センターは長浜市民交流センター内の一施設であるため、総合管理計画で
は生涯学習系施設に分類されていますが、他の高齢者福祉センターと合わせて現状の分析と
課題を整理します。 
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６ 位置図 

 

 

〇長浜市公共施設等総合管理計画（抜粋） 

（４）福祉系施設 

４－２－１ 保健・福祉施設【高齢者福祉施設】  

⑤進捗状況・数値目標 

令和５年度末 令和 16 年度末 

当初延床面積（Ａ） 延床面積（Ｂ） 増減率 Ｃ=(Ｂ-Ａ）/Ａ×100 

14,516.81 ㎡ 12,533.57 ㎡ ▲13.6％ 

 

⑥施設類型ごとの管理に関する基本方針 

・デイサービスセンターについては、要介護認定者数の増加に伴い、デイサービス利用も伸び

ることが予測されますが、民間で同種のサービスが提供されていることから、行政が担う施

設サービスの範囲を見極めつつ、日常生活圏域ごとに設置の必要性を継続的に検討します。 

・高齢者福祉センターについては、長期的には機能の集約による施設の統合や廃止も視野に入

れつつも、教養の向上及びレクリエーション等の機会提供の場にとどまらず、介護予防活動

の拠点として、利用者の増加や活性化につながる方策を推進します。 
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⑦今後の施設の具体的な方向性 

■短期計画（R7～R16） 

 

・デイサービスセンターについては、総合管理計画の基本方針に基づき、各施設の指定管理更

新時期に合わせて、築年数や老朽化の状況を踏まえ、また、今後の高齢者人口の推移や利用

率、民間事業者を含む類似施設の配置や、当該施設立地のハザードリスク等、総合的な視点

から継続設置の必要性が低いと判断した施設について廃止を進めます。 

 ・高齢者福祉センターについては、介護予防の推進、高齢者福祉の増進の視点から活用促進を図

りつつ、個々の施設の老朽化の状況や利用状況を踏まえ、耐用年数を経過する施設は、適時、

施設機能の移転や用途変更を含めた整理統合を検討します。 

 

■中長期計画（R17～R36） 

 ・要介護者は増えると見込まれる一方、介護人材は人手不足が深刻な問題となると想定されて 

います。今後の介護保険制度の変革に注視しながら施設のあり方を検討します。 

施設名 

今後の方針 スケジュール（年度） 

機能 建物 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

長浜東部福祉
ステーション 

維持 改築   
特浴・
中間浴
更新 

外壁改
修 

 
屋根改
修 

    

長浜西部福祉
ステーション 

維持 改築   
屋根改
修 

   
外壁改
修 

   

長浜北部福祉
ステーション 

維持 改築    
特浴・
中間浴
更新 

外壁改
修 

 
屋根改
修 

   

浅井福祉ステ
ーション 

維持 
あり方
検討 

          

虎姫生きがい
センター 

見直し 維持 維持   
 

      

湖北福祉ステ
ーション 

維持 改築 
空調改
修（吸
収式） 

空調改
修（室
内機） 

外壁改
修、 
特浴・
中間浴
更新 

       

湖北高齢者 
福祉センター 

維持 
あり方
検討 

          

高月福祉ステ
ーション 

維持 改築  
外壁改
修 

 
特浴・
中間浴
更新 

      

木之本福祉ス
テーション 

維持 改築 
屋根改
修 

 
特浴更
新 

 
外壁改
修 

     

余呉福祉ステ
ーション 

見直し 維持 
特浴・
中間浴
更新 

   協議 協議     

余呉やまなみ
センター高齢
者居住施設 

見直し 維持     協議 協議     

西浅井福祉 
ステーション 

維持 改築 
中間浴
導入 

空調改
修 

     
特浴更
新 

外壁改
修 
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年齢別人口 （単位：人） 介護保険認定状況 （単位：人）

人口 人口比率 男性人口 女性人口 １号 ２号 合計

長浜市総人口 111,807 54,674 57,133 事業対象者 53 53

４０歳以上の者 70,797 63.32% 33,453 37,344 要支援1 810 9 819

５０歳以上の者 56,251 50.31% 25,976 30,275 要支援2 1,100 34 1,134

６０歳以上の者 40,292 36.04% 17,868 22,424 要介護1 1,337 18 1,355

６５歳以上の者 33,341 29.82% 14,546 18,795 要介護2 1,244 22 1,266

７０歳以上の者 26,643 23.83% 11,331 15,312 要介護3 1,012 10 1,022

７５歳以上の者 19,377 17.33% 7,796 11,581 要介護4 802 11 813

８０歳以上の者 12,175 10.89% 4,499 7,676 要介護5 505 25 530

９０歳以上の者 2,858 2.56% 771 2,087 合　計 6,863 129 6,992

１００歳以上の者 99 0.09% 8 91

世帯数（世帯） 47,864

 

高齢化率の推移

R5.1月 R5.2月 R5.3月 R5.4月 R5.5月 R5.6月 女性最高齢

28.91% 28.93% 28.96% 29.05% 29.06% 29.07% 男性最高齢

R5.7月 R5.8月 R5.9月 R5.10月 R6.4月 R6.10月

29.07% 29.09% 29.13% 29.15% 29.47% 29.66% 46.2 49.8

高齢者人口の比較 （単位：人）

総人口 65歳以上人口 高齢化率

国 123,802,000 36,243,000 29.30% R6.10.1現在 総務省「人口推計」

県 1,400,812 374,970 27.40% R6.10.1現在 滋賀県総務部推計 ※県推計高齢化率は、総人口から年齢不詳人口を除いて算出。

長浜市 111,807 33,341 29.82% R7.4.1現在 　

人口の推移(総務省「国勢調査」・直近5回） （単位：人） 人口の推移（長浜市住民基本台帳人口・直近5年間） （単位：人）

Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ R２ R２ R３ R４ R５ R６

65歳以上人口 24,517 26,829 29,125 31,244 32,349 65歳以上人口 33,163 33,301 33,335 33,291 33,399

総人口 123,862 124,498 124,131 118,193 113,636 総人口 117,116 116,087 115,358 114,223 112,607

高齢化率　（%） 19.79% 21.54% 23.86% 26.90% 29.26% 高齢化率　（%） 28.32% 28.69% 28.90% 29.15% 29.66%

※総務省「国勢調査」・長浜市住民基本台帳人口ともに、各年10月1日現在
※総務省「国勢調査」の高齢化率は、総人口から年齢不詳人口を除いて算出

備　　考

長 浜 市 高 齢 者 の 状 況 R7.4.1現在

※介護保険事業状況報告R7年2月分より（該当月の2か月前報告分）

※事業対象者はR7年4月1日現在をシステムより抽出

高齢化率 29.82%

107

104

平均年齢
（　　男　　・　　女　）

48.1

【参考資料１】
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長浜市地区別高齢化率　　　
（単位：人）

男 女 計 男 女 計

29,542 30,360 59,902 6,671 8,666 15,337 25.60%

3,946 4,503 8,449 1,165 1,641 2,806 33.21%

旧第１連合 655 809 1,464 209 297 506 34.56%

旧第２連合 173 218 391 51 96 147 37.60%

旧第３連合 204 242 446 75 97 172 38.57%

旧第４連合 311 335 646 90 129 219 33.90%

旧第５連合 639 705 1,344 189 247 436 32.44%

旧第６連合 222 261 483 75 121 196 40.58%

旧第７連合 1,161 1,276 2,437 276 383 659 27.04%

旧第８連合 214 229 443 84 108 192 43.34%

旧第９連合 367 428 795 116 163 279 35.09%

六荘連合 7,121 7,322 14,443 1,324 1,720 3,044 21.08%

南郷里連合 5,293 5,187 10,480 1,201 1,468 2,669 25.47%

神照連合 9,897 9,895 19,792 1,945 2,465 4,410 22.28%

北郷里連合 1,849 1,881 3,730 545 703 1,248 33.46%

西黒田連合 917 1,023 1,940 308 433 741 38.20%

神田連合 519 549 1,068 183 236 419 39.23%

5,851 6,216 12,067 1,595 1,977 3,572 29.60%

湯田連合 2,977 3,166 6,143 613 763 1,376 22.40%

田根連合 674 704 1,378 269 329 598 43.40%

下草野連合 1,154 1,175 2,329 280 336 616 26.45%

七尾連合 568 613 1,181 211 253 464 39.29%

上草野連合 478 558 1,036 222 296 518 50.00%

2,969 3,184 6,153 982 1,286 2,268 36.86%

2,204 2,343 4,547 686 917 1,603 35.25%

3,716 3,931 7,647 1,099 1,413 2,512 32.85%

小谷連合 895 942 1,837 316 393 709 38.60%

速水連合 1,659 1,771 3,430 426 551 977 28.48%

朝日連合 1,162 1,218 2,380 357 469 826 34.71%

4,477 4,680 9,157 1,301 1,634 2,935 32.05%

富永連合 730 777 1,507 241 293 534 35.43%

高月連合 2,408 2,443 4,851 591 743 1,334 27.50%

古保利連合 702 762 1,464 260 319 579 39.55%

七郷連合 637 698 1,335 209 279 488 36.55%

2,893 3,187 6,080 1,057 1,393 2,450 40.30%

杉野連合 169 202 371 94 133 227 61.19%

高時連合 445 491 936 199 247 446 47.65%

木之本連合 1,861 2,029 3,890 589 811 1,400 35.99%

伊香具連合 418 465 883 175 202 377 42.70%

1,222 1,368 2,590 517 674 1,191 45.98%

1,641 1,770 3,411 611 783 1,394 40.87%

159 94 253 27 52 79 31.23%

54,674 57,133 111,807 14,546 18,795 33,341 29.82%

木之本地域

余呉地域（余呉連合）

西浅井地域（西浅井連合）

その他

合　　　　　計

高月地域

令和7年4月1日現在

地域 ・ 地 区 ・ 連 合 自 治会
人 口 65 歳 以 上 人 口

高 齢 化 率

長浜地域

長浜まちなか連合自治会

浅井地域

びわ地域（びわ連合）

虎姫地域（虎姫連合）

湖北地域

【参考資料２】
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調査名
【目的】

調査内容 調査対象 調査件数 調査方法

　

高齢者実態調査
【目的】
　地域の一般高齢者
の地域課題を把握す
るため

在宅介護
（在宅生活改善）

実態調査

【目的】
　高齢者の適切な在
宅生活継続と家族等
介護者の就労継続の
実現に向けた介護
サービスの在り方を
検討するため

医師
（内科標榜開業医
院）

７０医院の医師

介護支援専門員
約１６０人

約１６０人

訪問看護事業所
２３事業所

２３事業所

介護サービス事業所
約９０事業所

約９０法人（事業所）

郵送、メールにて
配布
WEB回答による回
収

医師、介護支援専門員、
訪問看護師、介護サービ
ス事業所に在宅医療・看
取り、認知症、介護事業
等に関する調査を実施
し、地域で看取りを行う
体制、認知症のある人と
その家族を支える地域づ
くり、介護人材の確保定
着育成する体制等を構築
するための課題の洗い出
し、今後の施策推進の基
礎資料とする。

　第１０期ゴールドプランながはま２１アンケート調査について

高齢者保健福祉に関
する調査

厚生労働省が示す「介護
予防・日常生活圏域ニー
ズ調査」に基づきつつ、
当市の地域性を考慮して
独自の調査項目（在宅医
療・看取り、認知症のあ
る人とその家族を支える
地域づくりに関する設問
等）を加えた内容の調査
票（自由回答有）を作成
し、調査を行う。

６５歳以上の高齢者
６，４００件以上
（無作為抽出）

郵送配付
郵送回収、WEB回
答による回収

厚生労働省が示す「在宅
介護実態調査」「在宅生
活改善調査」に基づきつ
つ、当市の地域性を考慮
して調査項目（認知症の
ある人とその家族を支え
る地域づくりに関する設
問等）を加えた内容の調
査票（自由回答有）を作
成し、調査を行う。

在宅介護サービス利
用者(介護者）

１，２００件以上
（在宅で介護サービ
スを受ける要介護認

定者）

郵送配布
郵送回収、WEB回
答による回収
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第117条第５項 市町村は、第２項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情
を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

第二‐一‐２ｰ（三）調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するとともに、自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事

情等、要介護者等の実態に関する調査（以下「各種調査等」という。）の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を活用
することが重要である。

また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること（以下「介護離職」という。）を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族等や、今後の仕事と
介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握に努めるなど調査方法等の工夫を図ることが重要である。

～中略～
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した被保険者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、生活支援サービ
スや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む家族等への支援の観点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の観点から労働担当部局と
連携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取組を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、それらの取組を勘案して要介護者等の人数やサービス量の見
込みを定めることが望ましい。

介護保険法（平成９年法律第123号）（抄）

９期の基本指針（令和６年１月19日厚生労働省告示第18号）（抄）

24

第10期介護保険事業（支援）計画に向けた調査の実施

介護保険法(第117条第５項)において市町村は、日常生活圏域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事
情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとされている。
＜実施いただきたい調査＞

 ○ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査については、地域の要支援者・総合事業対象者・一般高齢者の地域課題を把握するために
重要であり、実施していただきたい。（基本指針参照）

 ○ 在宅介護実態調査については、介護離職を防止する観点から、「高齢者の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」
の実現に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的として、主に在宅で要介護認定を受けている者を対象とした調査である。
計画の作成にあたり関係者と議論する際の材料として有用であり実施していただきたい。（基本指針参照）

＜実施を検討いただきたい調査＞
 ○ その他のサービス提供体制を検討するための各種実態把握調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査）に
ついては、調査の実施・分析に必要となる体制の確保に留意しつつ、実施を検討いただきたい。
在宅生活の継続という観点からのビジョンを設定・検討されている市町村は、本調査が、住み慣れた地域での生活を支えるうえで

有効な定期巡回・小多機・看多機等の地域密着型サービスのニーズの把握につながる観点を踏まえて検討いただきたい。

＜留意点＞
○ 保険者機能強化推進交付金の令和８年度指標では、留意点で「当該地域の特徴の把握にあたり、必要に応じて、①介護予防・日常
生活支援ニーズ調査、②在宅介護実態調査、③その他各種実態調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査
等）を実施することが重要である。」と予定している。
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